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t229－3139　f229－3354豊かな自然とともに歩み、より暮らしやすい環境を創造するまち 津豊かな自然とともに歩み、より暮らしやすい環境を創造するまち 津豊かな自然とともに歩み、より暮らしやすい環境を創造するまち 津豊かな自然とともに歩み、より暮らしやすい環境を創造するまち 津

　空き地は適正管理を怠ると雑草が繁茂したり樹木
が自生するなどし、害虫の発生やごみの不法投棄を
誘発する恐れがあります。
　きれいなまちを維持するため、空き地の所有者は
適正な管理をお願いします。

雑草対策
・適切な時期、頻度での刈り取り
・防草シートの施工
※刈り取った雑草は風で飛ぶことがあるので、放
置せず適切に処分してください。

　

　大型家具などをごみ一時集積所まで出すことが
困難な世帯に対して、市職員が自宅まで無料で収
集に伺います。　
対象世帯　要支援認定者、要介護認定者、障がい者、

市民
（対象世帯）

環境政策課（t229－
3258）または各総合
支所地域振興課へ

申し込み

津市
（環境政策課、環境事業課）

受け付け
対象者、収集家具
などの確認

収集日時調整
申込者と調整し、
収集日時を決定

収集
市職員が申込者の
自宅に伺い収集

　または75歳以上の人のみで構成される世帯
※上記以外の同居人がいる場合や、施設に入所す
るなどし生活実態のない場合、引っ越しに伴う
片付けの場合は対象にはなりません。

貸与機器の一例

　　ごみの排出の抑制や減量を推進するため、生ごみ
処理機やコンポスト容器の購入費(本体価格)の一部
を補助しています。
対　象　市内に在住で、過去６年以内に本補助制度
を受けていない人
補助金額　生ごみ処理機…購入金額の２分の１(上
限２万5,000円)、コンポスト容器…購入金額の
２分の１(上限3,000円)　※１世帯につき１基を
限度とし予算がなくなり次第終了。送料などは補

助対象外
申し込み　環境政策課または各総合支所地域振興
課にある申請書・請求書に必要事項を記入の
上、領収書(購入者氏名、購入年月日、購入金
額、商品名、販売店名が記載されているも
の)、メーカーの保証書または本体の写真を持参
し提出
申込期限　購入した日の翌日から60日以内

　家庭への生ごみ処理機導入を促進するため、無
料で生ごみ処理機の貸し出しを行っています。
対　象　市内に在住で、貸し出し後にアンケート
調査に協力できる人(１世帯につき１基まで)
期　間　１カ月
申し込み　環境政策課または各総合支所地域振興
課にある申請書に必要事項を記入の上、本人確
認書類の写し(マイナンバーカードまたは運転免

　許証、健康保険証など)を提出　※詳
　しくは津市ホームページをご覧くだ
　さい。

環境だより

　三重県では、太陽光パネル・蓄電池をみんなで安価に購入す
る共同購入の参加者を募集しています。
　「みんなのおうちに太陽光」は多くの人が一緒に安心して
「太陽光パネル」や「蓄電池」を購入・設置できる共同購入
キャンペーンです。
　電気代高騰への対策になり、環境にもやさしく、さらに災害
時にも役立つ電気の導入を検討しませんか？
　オンライン説明会もありますので、詳しくは特設ホームペー
ジをご覧いただくか、相談窓口にお問い合わせください。

相談窓口
三重みんなのおうちに太陽光事務局
(t0120－728－300)　※土・日曜
日、祝・休日を除く10時～18時

( )

特設ホームページ

　空き家に関する相談には、権利関係(登記など)を
はじめ、売却・リフォーム・解体など専門的な知
識が必要です。津市では専門家団体で構成される
「空き家ネットワークみえ」と協力し、所有する
空き家のお悩みや心配事の解決に取り組んでいま
すので、ご相談ください。

売却する・賃貸に出す売却する・賃貸に出す

除却(解体)する除却(解体)する

相談者

市相談窓口

空き家ネットワークみえ

①相談受付、情報提供の同意

②相談内容を連絡

③専門相談
　(回答・対応)

④結果報告

せん

てい
　空き家を所有していると敷地の除草や庭木の剪
定、建物が破損した場合の改修など、維持管理の
ための費用が必要となります。また、人が住まな
くなった家は老朽化が早まる傾向にあり、利活用
も難しくなります。早い段階で以下のような取り
組みを考えましょう。

　自身で住む予定がない場合は空き家のままにせ
ず、売却する・賃貸に出すなどの利活用を考えま
しょう。住宅を売却する場合などは、不動産業者
に仲介を依頼するのが一般的です。

　すでに老朽化などによる
破損がひどく、リフォーム費
用がかさむような場合は、建
物を除却(解体)して、土地の
利活用を考えましょう。

相談窓口
・環境保全課(■t229－3398)または各総合支所
地域振興課 
・空き家ネットワークみえ(三重県宅地建物取引
業協会内、■t227－5018)　※土・日曜日、
祝・休日を除く９時～12時、13時～17時


